
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外壁面より外方へ突出する一方の通路が形成された一方の建物と、この一方の建物の一端
部に目地部を介して該一方の建物の一方の通路と対応する部位の外壁面に、該一方の通路
の幅寸法よりも大きな幅寸法の渡り通路用開口部が形成され、該渡り通路用開口部の反一
方の建物側の外壁面より外方へ突出する他方の外側通路が形成された他方の建物と、この
他方の建物の渡り通路用開口部の目地部側の床躯体にほぼ水平に取付けられたレールと、
このレールに沿ってスライド移動可能に取付けられた、前記一方の通路の目地部側の床面
にスライド移動可能に支持されるとともに、前記他方の外側通路の目地部側の床面にスラ
イド移動可能に支持された目地プレートと、この目地プレートの外側寄りの部位に取付け
られた、前記一方の建物の一方の通路の目地部側が除去された外側部材にスライド移動可
能に支持され、前記他方の建物の他方の外側通路の外側部材にスライド移動可能に支持さ
れた一方の手摺と、前記一方の建物の外壁面と、この外壁面と対応する前記他方の建物の
外壁面との間を覆うように前記目地プレートあるいは両方の外壁面にスライド移動可能に
取付けられた他方の手摺とからなることを特徴とする渡り通路。
【請求項２】
目地プレートは格子状の支持枠と、この支持枠の上面を覆うカバー板と、前記支持枠のレ
ールと対応する部位に取付けられた複数個のローラーとで構成されていることを特徴とす
る請求項１記載の渡り通路。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は目地部を介して建てられた建物間を三方向に連通させる渡り通路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の渡り通路は一方の建物の一方の通路と、この一方の通路と対応する部位へ
他方の建物の通路の外側壁面に開口部を形成し、該開口部と一方の通路とを連通するよう
に設けたり、一方の建物の一方の通路と、他方の建物の他方の通路とをＬ字状に連通する
ように設けられている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来の渡り通路は二方向の通路を連通させるものであるので、三方向に連通させる場合に
は使用することができないという欠点があった。
【０００４】
本発明は以上のような従来の欠点に鑑み、三方向に連通させることができるとともに、目
地部を介して建てられた建物が異なる前後左右方向に地震等によって揺れ動いても、その
揺れ動きに追従して損傷するのを防止でき、かつ目地部に開口部が生じたりすることがな
く、安全に使用することができる渡り通路を提供することを目的としている。
【０００５】
本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は次の説明を添付図面と照らし合わせ
て読むと、より完全に明らかになるであろう。
ただし、図面はもっぱら解説のためのものであって、本発明の技術的範囲を限定するもの
ではない。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は外壁面より外方へ突出する一方の通路が形成された
一方の建物と、この一方の建物の一端部に目地部を介して該一方の建物の一方の通路と対
応する部位の外壁面に、該一方の通路の幅寸法よりも大きな幅寸法の渡り通路用開口部が
形成され、該渡り通路用開口部の反一方の建物側の外壁面より外方へ突出する他方の外側
通路が形成された他方の建物と、この他方の建物の渡り通路用開口部の目地部側の床躯体
にほぼ水平に取付けられたレールと、このレールに沿ってスライド移動可能に取付けられ
た、前記一方の通路の目地部側の床面にスライド移動可能に支持されるとともに、前記他
方の外側通路の目地部側の床面にスライド移動可能に支持された目地プレートと、この目
地プレートの外側寄りの部位に取付けられた、前記一方の建物の一方の通路の目地部側が
除去された外側部材にスライド移動可能に支持され、前記他方の建物の他方の外側通路の
外側部材にスライド移動可能に支持された一方の手摺と、前記一方の建物の外壁面と、こ
の外壁面と対応する前記他方の建物の外壁面との間を覆うように前記目地プレートあるい
は両方の外壁面にスライド移動可能に取付けられた他方の手摺とで渡り通路を構成してい
る。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、図面に示す実施の形態により、本発明を詳細に説明する。
【０００８】
図１ないし図１０に示す本発明の第１の実施の形態において、１は一方の建物２の外壁面
３より外方へ突出する一方の通路４、この一方の通路４の端部と目地部５を介して建てら
れた他方の建物６の外壁面７より外方へ突出する他方の通路８の外壁９に、一方の通路４
の幅寸法よりも大きな幅寸法に形成された開口部１０およびこの開口部１０の一端部より
外方に突出する他方の外側通路１１とを連通する本発明の渡り通路で、この渡り通路１は
前記他方の建物６の開口部１０が形成された部位の床躯体６ａにほぼ水平になるように複
数本のビス１２等によって固定されたレール１３と、このレール１３に沿ってスライド移
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動可能に取付けられた前記一方の通路４の目地部側の床面４ａにスライド移動可能に支持
されるとともに、前記他方の外側通路１１の目地部５側の床面１１ａにスライド移動可能
に支持された目地プレート１４と、この目地プレート１４の外側寄りの部位に取付けられ
た前記一方の建物２の一方の通路４の目地部５側が除去された外側部材１５に支持金具１
６、１６を介してスライド移動可能に支持され、前記他方の建物６の他方の外側通路１１
の外側部材１７に支持金具１６、１６を介してスライド移動可能に支持された一方の手摺
１８と、前記一方の建物２の外壁面３に支持金具１６、１６を介してスライド移動可能に
支持され、該外壁面３と対応する前記他方の建物６の外壁９に支持金具１６、１６を介し
てスライド移動可能に支持され、前記目地プレート１４に取付けられた他方の手摺１９と
、前記他方の建物６の開口部１０の床面に取付けられた前記目地プレート１４の上部と上
部が一致するように傾斜されたガイド板２０とで構成されている。
【０００９】
前記目地プレート１４は図５に示すように、先端部が一方の建物２の目地部５側の床面４
ａにスライド移動可能に支持される格子状の一方の支持枠２１、この一方の支持枠２１の
後端部に複数本のボルトや溶接等によって固定された先端部が前記他方の建物６の他方の
外側通路１１の目地部５側の床面１１ａにスライド移動可能に支持される格子状の他方の
支持枠２２とからなる支持枠２３と、この支持枠２３の一方の支持枠２１の上部を覆うよ
うに複数本の皿ビス２４等によって固定された先端部が傾斜面２５に形成された一方のカ
バー板２６と、前記他方の支持枠２２の上部を覆うように複数本の皿ビス２４等によって
固定された先端部が傾斜面２７に形成された他方のカバー板２８と、前記支持枠２３の開
口部１０側の底面に取付けられた、前記レール１３に沿ってのスライド移動をスムーズに
行なうための複数個のローラー２９とで構成されている。
【００１０】
前記一方の手摺１８は図６に示すように、アングル状に形成された上・下バー部材３０、
３１、この上・下バー部材３０、３１に所定間隔で固定された多数個の縦バー３２とから
なる一方の手摺本体３３と、この一方の手摺本体３３の角部寄りで前記建物２、６が異な
る前後左右方向に揺れ動いても、該揺れ動きを阻止しない部位の下バー部材３１に固定さ
れた、前記目地プレート１４への取付け脚３４とで構成されている。
【００１１】
前記他方の手摺１９は図７に示すように、アングル状に形成された上・下バー部材３５、
３６、この上・下バー部材３５・３６に所定間隔で固定された多数個の縦バー３７とから
なる他方の手摺本体３８と、この他方の手摺本体３８の角部の下バー部材３６に固定され
た、前記目地プレート１４への取付け脚３９とで構成されている。
【００１２】
上記構成の渡り通路１は一方の建物２の一方の通路４と、他方の建物６の他方の通路８お
よび他方の外側通路１１とを連通する。
地震等によって建物２、６が異なる前後方向に揺れ動いた場合には、図８に示すように目
地プレート１４がレール１３に沿って前後方向にスライド移動してその揺れ動きを吸収す
る。
また、建物２、６が異なる左右方向に揺れ動いた場合には、図９および図１０に示すよう
に目地プレート１４が一方の建物２の一方の床面４ａ上を左右方向にスライド移動して、
その揺れ動きを吸収する。
【００１３】
【発明の異なる実施の形態】
次に、図１１ないし図１９に示す本発明の異なる実施の形態につき説明する。なお、これ
らの本発明の異なる実施の形態の説明に当って、前記本発明の第１の実施の形態と同一構
成部分には同一符号を付して重複する説明を省略する。
【００１４】
図１１ないし図１３に示す本発明の第２の実施の形態において、前記本発明の第１の実施
の形態と主に異なる点は、一方の建物２の一方の通路４の目地部５側に目地プレート１４

10

20

30

40

50

(3) JP 3583695 B2 2004.11.4



の一方側の先端部をスライド移動可能に支持する凹部４０を形成し、該凹部４０および目
地プレート１４の一方側先端部をスライド移動可能に一方のカバープレート４１で覆うと
ともに、他方の建物６の他方の外側通路１１の目地部側に目地プレート１４の他方側の先
端部をスライド移動可能に支持する凹部４２を形成し、該凹部４２および目地プレート１
４の他方側先端部をスライド移動可能に他方のカバープレート４３で覆った点で、このよ
うに構成した渡り通路１Ａにしても、前記本発明の第１の実施の形態と同様な作用効果が
得られる。
【００１５】
図１４ないし図１６に示す本発明の第３の実施の形態において、前記本発明の第１の実施
の形態と主に異なる点は、支持枠２３と一方のカバー板２６および他方のカバー板２８と
を複数個の磁石４４によって固定した目地プレート１４Ａを用いるとともに、板材を用い
て構成した一方の手摺１８Ａと他方の手摺１９Ａを用いた点で、このように構成した渡り
通路１Ｂにしても、前記本発明の第１の実施の形態と同様な作用効果が得られる。
【００１６】
図１７ないし図１９に示す本発明の第４の実施の形態において、前記本発明の第２の実施
の形態と主に異なる点は、小さなピッチの波形鋼板を用いて形成した目地プレート１４Ｂ
を用いた点で、このような目地プレート１４Ｂを用いて構成した渡り通路１Ｃにしても、
前記本発明の第１の実施の形態と同様な作用効果が得られるとともに、軽量化を図ること
ができる。
【００１７】
なお、前記本発明の各実施の形態では一方の手摺１８、１８Ａを外側部材１５、１７の内
側面に取付けたものに付いて説明したが、本発明はこれに限らず外側部材１５、１７の外
側面に取付けても同様な作用効果が得られる。
また、建物２の通路４の目地部５側に凹部４０を形成するとともに、建物６の外側通路１
１の目地部５側に凹部４２を形成する場合には該凹部４０、４２内底に金属材製の支持プ
レートを固定的に設置してもよい。
【００１８】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明にあっては次に列挙する効果が得られる。
【００１９】
（１）外壁面より外方へ突出する一方の通路が形成された一方の建物と、この一方の建物
の一端部に目地部を介して該一方の建物の一方の通路と対応する部位の外壁面に、該一方
の通路の幅寸法よりも大きな幅寸法の渡り通路用開口部が形成され、該渡り通路用開口部
の反一方の建物側の外壁面より外方へ突出する他方の外側通路が形成された他方の建物と
、この他方の建物の渡り通路用開口部の目地部側の床躯体にほぼ水平に取付けられたレー
ルと、このレールに沿ってスライド移動可能に取付けられた、前記一方の通路の目地部側
の床面にスライド移動可能に支持されるとともに、前記他方の外側通路の目地部側の床面
にスライド移動可能に支持された目地プレートと、この目地プレートの外側寄りの部位に
取付けられた、前記一方の建物の一方の通路の目地部側が除去された外側部材にスライド
移動可能に支持され、前記他方の建物の他方の外側通路の外側部材にスライド移動可能に
支持された一方の手摺と、前記一方の建物の外壁面と、この外壁面と対応する前記他方の
建物の外壁面との間を覆うように前記目地プレートあるいは両方の外壁面にスライド移動
可能に取付けられた他方の手摺とで構成されているので、三方向に連通することができる
とともに、地震等によって建物が異なる前後左右方向に揺れ動いても、その揺れ動きに追
従して損傷するのを確実に防止することができる。
【００２０】
（２）前記（１）によって、他方の建物に形成した開口部の目地部側の床躯体にレールを
取付け、該レールに目地プレートをスライド移動可能に取付けているので、目地プレート
の取付けを容易に行なうことができる。
【００２１】
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（３）前記（１）によって、構造が簡単で、容易に設置することができる。
【００２２】
（４）請求項２も前記（１）～（３）と同様な効果が得られるとともに、十分な強度が得
られる目地プレートを用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の平面図。
【図２】図１の２－２線に沿う拡大断面図。
【図３】図１の３－３線に沿う拡大断面図。
【図４】図１の４－４線に沿う拡大断面図。
【図５】本発明の第１の実施の形態の目地プレートの説明図。
【図６】本発明の第１の実施の形態の一方の手摺の説明図。
【図７】本発明の第１の実施の形態の他方の手摺の説明図。
【図８】本発明の第１の実施の形態の異なる前後方向の動作説明図。
【図９】本発明の第１の実施の形態の異なる左右方向の動作説明図。
【図１０】図９の１０－１０線に沿う拡大断面図。
【図１１】本発明の第２の実施の形態の平面図。
【図１２】図１１の１２－１２沿う拡大断面図。
【図１３】図１１の１３－１３沿う拡大断面図。
【図１４】本発明の第３の実施の形態の平面図。
【図１５】図１４の１５－１５沿う拡大断面図。
【図１６】図１４の１６－１６沿う拡大断面図。
【図１７】本発明の第４の実施の形態の平面図。
【図１８】図１７の１８－１８沿う拡大断面図。
【図１９】図１７の１９－１９沿う拡大断面図。
【符号の説明】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ：渡り通路、
２：一方の建物、　　　　３：外壁面、
４：一方の通路、　　　　５：目地部、
６：他方の建物、　　　　７：外壁面、
８：他方の通路、　　　　９：外壁、
１０：開口部、　　　　　１１：他方の外側通路、
１２：ビス、　　　　　　１３：レール、
１４、１４Ａ、１４Ｂ：目地プレート、
１５：外側部材、　　　　１６：支持金具、
１７：外側部材、
１８、１８Ａ：一方の手摺、
１９、１９Ａ：他方の手摺、
２０：ガイド板、　　　　２１：一方の支持枠、
２２：他方の支持枠、　　２３：支持枠、
２４：ビス、　　　　　　２５：傾斜面、
２６：一方のカバー板、　２７：傾斜面、
２８：他方のカバー板、　２９：ローラー、
３０：上バー部材、　　　３１：下バー部材、
３２：縦バー、　　　　　３３：一方の手摺本体、
３４：取付け脚、　　　　３５：上バー部材、
３６：下バー部材、　　　３７：縦バー、
３８：他方の手摺本体、　３９：取付け脚、
４０：凹部
４１：一方のカバープレート、
４２：凹部、
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４３：他方のカバープレート、
４４：磁石。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】
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